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やまなし美味しい甲斐販売促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、農業の６次産業化を推進するため、一般社団法人やまなし美味しい甲斐

（以下「美味しい甲斐」という。）が実施する、美味しい甲斐開発プロジェクト事業に

より開発された商品を販売促進する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を

交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県

規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（補助金の交付の対象となる経費及びその補助率） 

第２条 この補助金は、美味しい甲斐開発プロジェクト事業実施要領（平成２９年４月１

日付け果六第２３２１号山梨県農政部長通知）に基づき、美味しい甲斐が行う取り組み

に対し補助金を交付するものとし、補助対象経費及び補助率は別表１に掲げるとおりと

する。 

 

（補助金の交付申請等） 

第３条 美味しい甲斐は、補助金交付申請書（様式第１号）を別に定める期日までに知事

に提出しなければならない。 

２ 美味しい甲斐は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係

る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控

除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地

方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）

があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかで

ない場合にあっては、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第４条 知事は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交

付決定を行い、交付決定通知書（様式第２号）により美味しい甲斐に通知するものとす

る。 

２ 知事は、第３条第２項により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額につい

て減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、

当該消費税等仕入控除税額を減額して交付決定するものとする。 

３ 知事は、第３条第２項ただし書による交付申請がなされたものについては、当該補助

金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、補助金の額の確定において減額を行う

こととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（補助金の交付条件） 

第５条 この補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申

請書（様式第３号）を提出して知事の承認を受けなければならない。ただし、次に掲

げる変更についてはこの限りでない。 
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ア 補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低い額の２０％以内を増減させ

る場合 

イ 補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付

決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合 

二 補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、中止（廃止）承認申

請書（様式第４号）を提出して知事の承認を受けなければならない。 

三 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業等の遂行が困難

となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第６条 補助金は、精算払いとする。ただし知事が必要と認めたときは、概算払いにより

交付することができるものとする。 

２ 美味しい甲斐は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書

（様式第５号）を知事に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第７条 美味しい甲斐は、事業が完了したとき、又は事業の廃止の承認を受けたときは、

実績報告書（様式第６号）により、事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から

起算して１箇月を経過した日、又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月１０日

のいずれか早い期日までに知事に提出するものとする。 

２ 第３条第２項ただし書きにより交付申請をした場合、美味しい甲斐は、前項の実績報

告を行うに当たって、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、

これを交付金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第３条第２項ただし書きにより交付申請をした場合、美味しい甲斐は、第１項の実績

報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額して

いる場合は、その金額が減じた金額を上回る部分の金額）を仕入れに係る消費税等相当

額報告書（様式第７号）により速やかに、知事に報告するとともに、知事の返還命令を

受けてこれを返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第８条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る実績報告を受けたときは、その報告に係

る事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものである

かどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美味し

い甲斐に通知するものとする。 

２ 知事は、美味しい甲斐に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 
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（財産の処分の制限） 

第９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具（以下

「取得財産等」という。）については、別表２に定める期間（以下「財産処分制限期間」

という。）を経過するまでは、知事の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第８

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、第１項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のう

ち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させる

ものとする。 

 

（書類の保管） 

第１０条 補助金の交付を受けた美味しい甲斐は、この補助事業に係る収入及び支出を明

らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業

終了の年度の翌年度から起算して５年間保管しておかなければならない。 

 

（書類の提出） 

第１１条 本要綱により提出する書類（添付書類として、美味しい甲斐が作成した書類を

含む。）は、知事に提出するものとする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基

づき交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 
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別表１ 

補助対象事業 経費内訳 補助率 

１ 道の駅等でのテスト販売（店頭販売

棚の購入、販売ポップの製作等）に係

る経費 

 

２ 事務（新規取扱店舗との折衝に必要

な旅費、通信費、事務消耗品等）に係

る経費 

旅費、需用費（消耗品費

、印刷製本費等）、役務

費（通信運搬費）、備品

購入費 

定額（10/10以内） 

 

ただし、予算額を上限

とする。 

 

別表２ 

種類 構造又は用途 細目 処分制限期間 

器具及び備品 家具、電気機器、ガ

ス機器及び家庭用品 

陳列だな及び陳列ケース 

冷凍機付又は冷蔵機付のもの 

その他のもの 

 

６年 

８年 


